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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
二
十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
吉
川
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
伊
奈
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 
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田 

清 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
九
十
四
号
で
公
示
し
た
基
本
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
二
十
四
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
二
十
四
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
越
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
八
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 
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一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
八
〇
〇
二
四
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
一
日 

 
 

越
建
セ
第
五
六
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
和
戸
五
丁
目
二
千
二
百
二
十
三
番
五
、
二
千
二
百
二
十
三
番
六
、 

 

 

二
千
二
百
二
十
三
番
七
、
二
千
二
百
二
十
三
番
八
、
二
千
二
百
二
十
三
番
九 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番
二
十
二
号 

 
 

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン 

代
表
取
締
役 

松
林 

重
行 
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